
浜 健 介 第 9 2 号   

令和３年５月 27 日   

通所介護事業所      管理者 様

地域密着型通所介護事業所 管理者 様

浜松市健康福祉部     

介護保険課長 加藤 浩二 

通所介護事業所等における管理者と個別機能訓練加算（Ⅰ）イ又はロの 

機能訓練指導員の取扱いについて（通知） 

日ごろ、本市の介護保険行政に御理解と御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、厚生労働省が令和３年３月 26 日に発出した「令和３年度介護報酬改定に関するＱ

＆Ａ（Vol.３）」の問 58 において、通所介護事業所及び地域密着型通所介護（以下「通所

介護事業所等」という。）における人員配置基準上の管理者と個別機能訓練加算（Ⅰ）イ又

はロの人員配置基準上の機能訓練指導員の兼務についての考え方が示されました。 

これらに関して、当初の浜松市の解釈と現在の厚生労働省の解釈に差異が生じていたた

め、厚生労働省に詳細を確認したところ、別紙のとおりの取扱いとなりましたので、御確

認くださいますようお願い申し上げます。 

お問い合わせ先

浜松市健康福祉部介護保険課

担当：指導第１・第２グループ

電話：053-457-2875・2787 



別紙 

○ 通所介護事業所等における人員配置基準上の管理者と個別機能訓練加算（Ⅰ）イ又は

ロの人員配置基準上の機能訓練指導員の取扱いについて

１ 解釈 

（１）当初の浜松市の解釈 

   通所介護事業所等の人員配置基準上の管理者と、個別機能訓練加算（Ⅰ）イ、ロの

人員配置基準上の機能訓練指導員は、どちらも専らその職務に従事することが求めら

れていることから、当該管理者は、当該加算の機能訓練指導員を兼ねて従事すること

はできない。 

（２）厚生労働省の解釈 

通所介護事業所等の人員配置基準上の管理者と、個別機能訓練加算（Ⅰ）イ、ロの

人員配置基準上の機能訓練指導員の両方の職務について同時並行的に従事することは

できない。ただし、管理業務に支障がない範囲で、それぞれの職務について時間を切

り分けて従事することは可能。

また、管理者の常勤要件については、「常勤」の定義が「当該事業所における勤務時

間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間に達してい

ることをいうもの」であることから、当該事業所において各職種に従事している時間

を合算し、当該勤務すべき時間に達していれば良い。

（例）個別機能訓練加算（Ⅰ）イの算定事業所 

サービス提供時間９：00～16：00 

・９：00～12：00／管理者（管理業務に従事） 

・12：00～16：00／機能訓練指導員（個別機能訓練加算に係る機能訓練等に従事）

→12：00～16：00 に機能訓練を受けた利用者に対し、個別機能訓練加算（Ⅰ）イ

の算定が可能。

２ 適用時期 

  上記１（２）の厚生労働省の解釈について、令和３年４月から適用する。 

 ※ 下記のすべてに該当する場合、令和３年４月又は５月に遡及して適用可能です。 

・令和３年４月又は５月に上記１（２）の解釈に則った人員配置をしていたこと。 

・上記の人員配置を証する資料等が事業所に保管されていること。（それぞれの職務に

ついて時間を切り分けて従事していることがわかる勤務表など） 

・利用者負担額への影響がある場合は、利用者に対して説明・同意を得ること。 



抜粋




